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提案理由 

 水道事業における指定管理業務の拡大に伴い改正しようとする。 

 



   高山市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年高山市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  前 改  正  後 

（浄水場の設置）  

第４条 水道事業を実施するため、次の浄水場を

設置する。 

名称 位置 

上野浄水場 高山市下切町１９２５番地 

鶴巣浄水場 高山市国府町鶴巣３３６番地２ 
 

第４条 削除 

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第４条の２ 浄水場の管理に関する業務は、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、指定管理者（同

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ）

に行わせるものとする。 

第４条の２ 水道施設（水道法（昭和３２年法律

第１７７号）第３条第８項に規定する水道施

設をいう。以下同じ。）の管理に関する業務

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、指定管

理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

  

（指定管理者が行う管理の基準） （指定管理者が行う管理の基準） 

第４条の３ 指定管理者は、この条例及び高山市

公の施設における指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成１７年高山市条例第５号）

並びにこれらの条例に基づく規則の規定に従

い、浄水場の管理を適正に行わなければなら

ない。 

第４条の３ 指定管理者は、この条例及び高山市

公の施設における指定管理者の指定の手続等

に関する条例（平成１７年高山市条例第５号）

並びにこれらの条例に基づく規則の規定に従

い、水道施設の管理を適正に行わなければな

らない。 

  

（指定管理者が行う業務の範囲） （指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条の４ 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

第４条の４ 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

⑴ 取水、浄水及び配水に関する業務 ⑴ 水道施設の運転に関する業務 

⑵ 浄水場の維持管理に関する業務 ⑵ 水道施設の維持管理に関する業務 



 ⑶ 水道施設における水質管理に関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める業務 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める業務 

  

 （議会の同意を要する賠償責任の免除）  （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２

第４項の規定により水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同意

を得なければならない場合は、当該賠償責任に

係る賠償額が３０万円以上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治

法第２４３条の２第８項の規定により水道事

業の業務に従事する職員の賠償責任の免除に

ついて議会の同意を得なければならない場合

は、当該賠償責任に係る賠償額が３０万円以上

である場合とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正は、公布の日から施行す

る。 

 


